
令和６年度 第１回職群班等班長会議

日時 令和６年４月１日（月）

午前 8 時 30 分 

場所 南さつま市シルバー人材センター 

２階会議室

次 第

1. 開会

2. 報告事項

（１）令和６年度事業実績（2 月末）について

（２）令和６年度事故発生状況（３月末）について（当日資料）

（３）令和７年度事業計画について

(４) 令和７年度行事予定について

3. その他

(1) 令和７年度定時総会について

(2) その他

4. 閉会

加世田 □弥栄 □神野 □野口

□塗木 □上原 □下野

□恒吉 □辻 □川畑 □上園

笠 沙 □上村 大 浦 □下畠

坊 津 □牟田 金 峰 □神野 □山下

事務局 □久保薗 □是枝

□下薗 □柴田 □小牧

□柳田 □



 

報告事項（１） 令和６年度事業実績（2 月末）について 
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報告事項（３）令和７年度事業計画について 

1．基本方針

人口減少、少子高齢化が進展し、高齢者のより一層の活躍が期待される中で、

シルバー人材センター(以下「センター」という。) は人生 100 年時代を見据え、

地域の高齢者が就業を通じて地域社会に貢献し、高齢者の生きがいや居場所づく

りとして重要な役割を担っており、地域の特色や実情を踏まえ積極的な取り組み

を展開していく必要があります。

令和２年４月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国的にシルバ

ー人材センター事業(以下「シルバー事業」という。) にも大きな影響が出ている

ところであるが、本市のシルバー事業は種々の制約を受けながらも独自の取り組

みにより一定の成果を上げてきたところである。 

また、会員親睦交流会や南さつまフェスタ総踊りへの参加など日常が戻ってき

たところです。 

令和７年度においても、会員拡大を核に据えて、女性会員の拡大、退会抑制、

会員の多様なニーズに応えるための就業機会の開拓などを行うとともにデジタ

ル化を推進することにより業務の効率化や「ＩＣＴカフェ」開設により会員のデ

ジタルリテラシーの向上に取り組んだところです。併せて令和 6 年 10 月に施行

された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（以下「フリーラン

ス新法」という。）に適切に対応するためのシルバー事業における新たな契約方針

への円滑な移行を進める予定です。

また、会員の高齢化、重篤事故の発生状況を踏まえ、安全就業の徹底に向けた

取り組みを継続強化するとともに、健康確保等についても適切な対応を図るもの

です。 

令和７年度もシルバー事業に対する地域の期待に応えていくため、引き続き、

南さつま市、県、鹿児島労働局、関係機関との連携を図り、センター、連合会が

一体となって地域住民へのシルバー事業に対する理解を深め、地域社会に貢献す

る組織として本計画に掲げた具体的な取り組みを推進していくものとする。シル

バー事業は、これからも法令順守のもと組織運営の透明化や効率的な事業運営、

事故防止対策、適正就業の推進に努め役職員、会員が一致協力して組織の強化を

図るとともに、社会の変化や多様化する地域のニーズに柔軟に対応しつつ、新た

な発想・視点をもってセンター運営を推進してまいります。 

基本目標 

① 事業運営基盤の強化

② 会員の拡大

③ 就業機会の拡大

④ 安全就業の推進と健康の確保

⑤ 派遣事業の推進

⑥ 消費税における適格請求書等保存方式への対応
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⑦ シルバー事業（請負・委任）における契約方法の変更

⑧ 独自事業の推進

２．事業目標 

 上記の基本方針に基づき、令和７年度の事業目標を次のとおりとします。 

項 目 令和７年度目標 令和５年度実績 

会員数 ３１０ 名 ２８３ 名 

 就業延人員 ２５，０００ 人日 ２０，４３２ 人日 

請負事業契約金額 １７０，０００ 千円 １５３，１８８ 千円 

 就業率 ８０ ％ ６８．２ ％ 

 派遣事業就業延人員 ６，５００ 人日 ４，８７３ 人日 

 派遣契約金額 ３０，０００ 千円 ２４，７８６ 千円 

計（請負事業と派遣事業） ２００，０００ 千円 １７７，９７４ 千円 

３． 事業実施計画 

基本方針に基づき下記の事業を実施します。 

○ 事業運営基盤の強化

中長期の財政見通しに基づき自立的に運営基盤を強化するとともに、高齢者の

活躍の場を拡大するため、次の事項を重点として計画的に推進。 

女性役員・幹部職員への登用に努めるとともに、女性委員会等の積極的な活用に

より、組織の活性化や女性会員の拡大を図る。 

(1) 会員による事業運営参画の推進と効率化

① 業務体制・組織の活性化

② シルバー事業のデジタル化の推進

(2) シルバー派遣事業における労働関係法令への適切な対応

(3) 事務局職員のキャリアアップ

(4) 普及啓発活動

① 普及啓発促進月間(10 月) の実施

② 年間を通じた広報活動の展開

ア マスメディア等を活用した広報活動の展開

イ ホームページの活用

ウ リーフレット等の作成・配布

エ 地方自治体等のイベントへの積極的な参加

(5) 自主財源の確保等

① 地域社会との信頼関係の確立

② 各委員会の充実と活動の強化とともに組織の育成を図る

③ 地域班及び作業班の充実と活動の強化
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○ 会員の拡大

会員拡大に向けて、令和６年度の会員拡大に係る取り組みの分析を行い、

様々な取り組みを実施する。 

 会員拡大については、基本的には「第 4 次推進計画」目標数を見据えつつ、

令和７年度の目標数の達成に向けて取り組むこととし、令和元年度の水準に回

復させることを目標として取り組む。 

(1) 入会促進の取り組み

① 会員による 1 人 1会員入会活動の実施

② 入会説明会・入会プロセスの工夫

③ Web を活用した入会案内、入会申込の促進

④ 入会希望者に対する適切かつ迅速な入会承認及び就業機会の早期提供

⑤ 地域の特性を活かした独自事業の推進による会員拡大

⑥ 地域の商工会議所、商工会経済団体等と連携した企業等への働きかけによ

る定年退職(予定) 者層の入会促進

(2) 退会抑制の取り組み

(3) 魅力あるセンターづくり

① ホームページの活用によるシルバー事業の紹介

② ボランティア活動やイベントへの参加を通じたセンターの紹介

③ イベントの実施等による会員同士の交流

④ サークル活動の充実

(4) 組織的取組

① 会員又は女性会員を拡大するための専門委員会等の設置

② 目標管理(PDCA サイクルによる目標管理) の徹底

③ 地方自治体、ハローワーク、社会福祉関係団体、商工会議所、商工会等地

域経済団体等との連携 

〇就業機会の拡大 

 就業機会の拡大に向けて、会員の就業ニーズと地域企業等のニーズを把握・

分析し、次の取り組みを行う。 

① 会員による 1 人 1仕事開拓

② シルバー派遣事業の拡大

③ Web を活用した受注の拡大（新規）

④ 過去の発注先への訪問

⑤ 地方自治体との連携による就業機会の拡大確保

⑥ 新総合事業及び福祉・家事援助サービス事業の積極的な推進

⑦ シルバー人材センター介護プランナーによる介護施設における介護周辺

業務の切り出し提案

⑧ 空き家管理対策事業への参入 
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⑨ 子育て支援の積極的推進(新規)

⑩ 商工会議所、商工会等経済団体との連携を通じた新たな就業機会の確保

⑪ 社会福祉関係団体及び業界団体等の連携

⑫ デジタル技術を活用できる就業機会の開拓

○ 安全就業の推進と健康の確保

(１) 安全就業の徹底

「安全・安心なシルバー事業」の確立を図ることは、シルバー事業遂行の根

幹をなすものであり、組織を挙げての安全対策により一層の推進を図り、重篤

事故、傷害事故の撲滅及び健康の確保を図ることが肝要である。このため、連

合会発行の情報共有誌「安全就業ニュース」などを活用し、事故事例等を「他

人ごと」ではなく、「自らのこと」として認識するよう、安全意識の徹底とその

高揚を図るとともに、安全対策を徹底する。特に、重篤事故の撲滅を図るため

には、安全対策が確実に機能しているか定期的に点検することが重要である。 

① 会員の安全意識の徹底

・会員の事故防止意識の緩み、就業における体調管理

・作業に適した服装、履物、保護具等の着用

・作業におけるヘルメット、墜落制止用器具(安全帯)の適正な着用の徹底と

確認

② センターの安全対策の徹底と体制の確立

・安全・適正就業に関する基準の策定と遵守の徹底

・安全・適正就業委員会の設置と機能強化

・安全・適正就業推進員の配置と機能強化

また、発注者や第三者に危害・損害などを与えることとなる損害賠償事故(特

に、除草草刈り作業における飛び石による物の破損事故) の撲滅を図る。 

さらに、シルバー派遣における安全対策については、安全・適正就業委員会

等における活動を通じて、より一層の安全対策の確保に努める。  

(2) 健康の確保

会員が安心して就業できるよう会員の就業に関して、健康管理・健康確保に

関するセンターの取組の情報提供を行う等により会員の健康の確保に努める。 

○ 派遣事業の推進

シルバー派遣事業については、高齢化や労働力人口の減少が進行する中、多

くの業種における人手不足分野や介護・子育て等の現役世代を支える分野にお

いて、シルバー派遣事業の拡大を通じて、高齢者が当該分野の担い手として活

躍することが期待されている。 

このため、シルバー派遣事業の拡大を図る。 

〇 消費税における適格請求書等保存方式への対応 
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インボイス制度の施行（令和 5年１０月～）後も、業務の効率化や経過措置

期間に応じた料金の設定を通して、安定的な事業運営に向けて必要な対応を行

う。 

〇 シルバー事業（請負・委任）における契約方法の変更 

 厚生労働省から示された契約方法の見直しを踏まえて、適切な変更時期の検

討、会員・発注者への説明、事務処理の変更に係るシミュレーション等円滑な

移行に向け取り組む。 

○ 独自事業の推進

「グリーン・エコ事業」の新たな展開を図るとともに会員の就業機会の拡大と

地域活性化に寄与するブルーベリー観光農園の運用を行う。 

本事業は、循環型社会と低炭素社会、自然共生社会の構築に向けた統合的な取

組や SDGｓ（持続可能な社会）の実現を推進するとともに、地域社会の貢献へと

寄与する。 
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1 火 班長会等 1 木 理事会 1 日 1 火 1 金 1 月 1 水 1 土 1 月 1 木 1 日 1 日

2 水 2 金 2 月 2 水 2 土 2 火 2 木 2 日 2 火 2 金 2 月 2 月

3 木 3 土 3 火 県シ連理事会 3 木 3 日 3 水 理事会 3 金 3 月 3 水 3 土 3 火 3 火

4 金 4 日 4 水 4 金 4 月 4 木 4 土 4 火 4 木 県シ連理事会 4 日 4 水 4 水

5 土 5 月 5 木 5 土 5 火 厚生活動部会 5 金 5 日 5 水 5 金 5 月 仕事始め式 5 木 5 木

6 日 6 火 6 金 6 日 6 水 6 土 6 月 6 木 6 土 6 火 6 金 6 金

7 月 7 水 7 土 7 月 7 木 7 日 7 火 7 金 7 日 7 水 7 土 7 土

8 火 8 木 8 日 8 火 8 金 8 月 8 水 8 土 8 月 8 木 8 日 8 日

9 水 9 金 議案発送 9 月 9 水 安全パトロール 9 土 9 火 9 木 9 日 9 火 9 金 9 月 9 月

10 木 10 土 10 火 10 木 10 日 10 水 10 金 10 月 10 水 10 土 10 火 10 火

11 金 11 日 11 水 11 金 11 月 11 木 11 土 11 火 安全パトロール 11 木 11 日 11 水 11 水

12 土 12 月 12 木 県シ連事務局長会 12 土 12 火 12 金 12 日 12 水 12 金 12 月 12 木 県シ連事務局長会 12 木

13 日 13 火 13 金 13 日 13 水 13 土 13 月 13 木 13 土 13 火 13 金 13 金

14 月 14 水 14 土 14 月 14 木 14 日 14 火 14 金 14 日 14 水 14 土 14 土

15 火 15 木 15 日 15 火 15 金 15 月 15 水 15 土 15 月 15 木 県シ連職員研修 15 日 15 日

16 水 16 金 16 月 16 水 16 土 16 火 16 木 16 日 16 火 16 金 16 月 16 月

17 木 17 土 17 火 安全委員会 17 木 九シ恊総会 17 日 17 水 17 金 17 月 17 水 17 土 17 火 17 火

18 金 18 日 18 水 18 金 18 月 県シ連個別指導 18 木 18 土 18 火 18 木 18 日 18 水 18 水

19 土 19 月 19 木 19 土 19 火 19 金 19 日 19 水 19 金 19 月 19 木 19 木 県シ連理事会

20 日 20 火 キックオフ 20 金 20 日 20 水 20 土 20 月 20 木 20 土 20 火 20 金 20 金

21 月 21 水 21 土 21 月 21 木 県シ連職員研修会 21 日 21 火 事業活動部会 21 金 21 日 21 水 理事会 21 土 21 土

22 火 22 木 22 日 22 火 22 金 22 月 22 水 22 土 22 月 22 木 22 日 22 日

23 水 決算監査 23 金 23 月 23 水 広報活動部会 23 土 23 火 フェスタ 23 木 県シ連事務局長会 23 日 23 火 23 金 23 月 23 月

24 木 24 土 24 火 24 木 県シ連安全大会 24 日 24 水 24 金 24 月 24 水 24 土 24 火 24 火 理事会

25 金 25 日 25 水 25 金 25 月 25 木 25 土 25 火 25 木 25 日 25 水 25 水

26 土 26 月 26 木 26 土 26 火 26 金 26 日 26 水 26 金 班長会 26 月 26 木 26 木

27 日 27 火 27 金 27 日 27 水 27 土 27 月 27 木 27 土 27 火 27 金 27 金

28 月 28 水 定時総会 28 土 28 月 28 木 28 日 28 火 28 金 28 日 28 水 28 土 28 土

29 火 29 木 29 日 29 火 安全パトロール 29 金 29 月 29 水 29 土 29 月 29 木 29 日

30 水 30 金 30 月 30 水 30 土 30 火 30 木 30 日 30 火 30 金 30 月

31 土 31 木 31 日 31 金 31 水 31 土 31 火

令和8年2⽉ 令和8年3⽉令和7年4⽉

令和７年度　南さつま市シルバー人材センター年間行事一覧

令和7年8⽉ 令和7年9⽉ 令和7年10⽉ 令和7年11⽉ 令和7年12⽉ 令和8年1⽉令和7年5⽉ 令和7年6⽉ 令和7年7⽉
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　　報告事項（４）令和７年度行事予定について



 

２ その他 （１）令和７年度定時総会について 

 

       

開催日時 

令和７年５月２８日（水曜日） 

午前８時３０分  受付 

午前９時００分  開会 

場  所 
南さつま市ふれあいかせだ 

いにしへホール 

 

目  的 

表彰 

報告事項 

議決事項の承認 

参 加 者 全会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他 （２） 
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班長組織規程  
 (令和３年４月１日制定)  

（趣旨） 
第１条 この規程は、公益社団法人南さつま市シルバー人材センター（以

下「センター」という。）の事業の円滑な推進を図るため置く班長組織
に関し必要な事項を定めるものとする。 

（班組織及び班長） 
第２条 センターに班組織として、地域等班及び作業班を置く。 
２ 地域等班は、市内の中学校区を基本として設定した地域地区及びその

他の別に区分した別表１の組織とする。 
３ 作業班は、作業内容及び作業の地域地区の別に区分した別表２の組織

とする。 
４ 地域等班に地域等班長を、作業班に作業班長を置く。 
５ 地域等班長及び作業班長は、それぞれの班に属する会員の中から当該

会員の推薦により、理事長が委嘱する。 
（班長の役割） 
第３条 班長は、相互に協力するとともに、センターと密接に連携しつつ

業務を行うものとする。 
２ 地域等班長の業務は、次のとおりとする。 

⑴ 会員に対する連絡事項の伝達及び文書等の配布に関すること。 
⑵ 会員の意見、希望等の伝達調整に関すること。 
⑶ センターの目的達成に必要な情報の収集等に関すること。 
⑷ 会員に対しセンターの目的を周知し、会員相互の自主性を高め業務
の推進に努め ること。 

３ 作業班長の業務は、次のとおりとする。 
 ⑴ 事務局の要請により、作業見積りに同行すること。 

⑵ センターと連絡を密にし、一般作業班長連絡会議に出席すること。 
⑶ 会員の意見、要望等の伝達及び調整を図ること。 
⑷ 班員に対し作業要領の周知徹底を図ること。 
⑸ 安全就業推進員との連絡を密にし、安全就業の徹底を図ること。 
⑹ 緊急事態が発生した場合は、応急措置を行うとともにセンターに連絡

すること。 
（会議） 
第４条 地域等班長の会議及び作業班長の会議は、原則として年１回以上

開催する。 
２ 前項の会議は、いずれも事務局長が招集し、事務局長がその議長とな

る。 
（班長の任期） 
第５条 班長の任期は２年と、再任は妨げない。ただし、理事長が特に認

めた場合を除き連続３期を超えることができない。 
（班長手当） 
第６条 班長に対し、通信及び連絡の経費に当てるため、別表１及び別表

２に規定する班長手当を支給する。 
２ 地域等班長に対し、活動費として別表１に規定する活動費を支給す

る。 
（委任） 
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第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。 
附 則 

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
 
 
 
別表１（第２条、第６条関係） 
地域等班 

班 名 称 地 域 等 名 班 長 手 当 活動費 

加世田Ａ班 加世田中学校校区 年額 5,000 円 年額 5,000 円を

上限に支給 加世田Ｂ班 万世中学校校区 

笠沙地域班 笠沙地域 

大浦地域班 大浦地域 

坊津地域班 坊津地域 

金峰地域班 金峰地域 

女性班 女性会員 

 
 
別表２（第２条、第６条関係） 
作業班 

班名称 作業地域等 班 長 手 当 等  

加世田剪定 1 班 加世田地域 発注額２万円以上につき、１回

当たり 500 円 加世田剪定２班 加世田地域 

加世田作業 1 班 向江・武田地区 

加世田作業２班 村原地区 

加世田作業３班 川畑地区 

加世田作業４班 内山田・津貫地区 

加世田作業５班 益山地区 

加世田作業６班 万世・小湊地区 

笠沙班 笠沙地域 

大浦班 大浦地域 

坊津班 坊津地域 

金峰田布施班 田布施地区 

金峰阿多班 金峰地域（田布施地区を除

く。） 

加工班 加工に係る作業 月額 1,000 円 

注 加世田作業１班から６班までの班が、連携し、作業を行う場合にあっては、

統括班長及び副統括班長を置き、当該班長の手当として 1 回当たり 1,000 円を

支給する。この場合においては、表中の班長手当は支給しない。 
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